
 

令和 2 年分の給与所得者の扶養控除等申告書について 

 
 令和 2 年分給与所得者の扶養控除等申告書（以下、扶養控除等申告書と略します。）が国税庁 HP にて

公表されました。 

扶養控除等申告書は最初の給与の支払いを受ける日の前日までに会社を経由して納税地の所轄税務

署長に提出する必要があります。そのため、令和 1 年の年末調整の時に会社が回収するのは令和 2 年分

の扶養控除等申告書となります。 

 

「給与所得控除額の 10 万円引き下げ」及び「基礎控除の 10 万円引き上げ」 

 働き方の多様化を踏まえ、特定の所得区分のみ適用される給与所得控除から、どのような所得にでも

適用される基礎控除に負担調整の比重を移していく改正がされました。それに伴い源泉徴収税額表が変

更されることになります。 

 

「各種控除の対象となる親族の所得金額要件引き上げ」 

 また、令和 2 年分以降の所得税について、配偶者控除や配偶者特別控除等の各種所得控除を受けるた

めの扶養親族等の合計所得要件について、それぞれ 10 万円引き上げられることになりました。 

 

「単身児童扶養者の欄の追加」 

 平成 31 年の地方税法の改正により、単身児童扶養者への個人住民税の非課税措置が創設されました。 

これは、子どもの貧困のため公的な児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が 135 万

円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置です。 

 非課税規定の改正については、令和 3 年 1 月 1 日施行とされています。しかし個人住民税の非課税措

置の対象を追加するためには、市町村が納税義務者を非課税措置の対象となるか否かの情報を事前に取

得できるようにすることが必要です。そのため扶養控除申告書の改正は令和 2 年からになります。 

 

 

 

「令和 2 年からさらに複雑化する年末調整」 

所得税に係る扶養控除等申告書の様式変更は、平成 30 年税制改正による変更です。 

令和 2 年の年末調整からは「給与所得者の配偶者控除等申告書」が平成 30 年改正をふまえて「給与

所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に変わる

ことになります。 

令和 2 年が始まるより前に、平成 30 年の税制改正を再度見直すことも有効だと思います。 
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